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下水道BCPとは
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～ 一刻も早い「水を流せる」日常の回復と、都市機能の維持を目指して ～

大規模災害時、リソース（人、モノなど）が不足する混乱の中
でも迷わず「まず何を優先し、何をすべきか」をあらかじめ決
めておく計画です。被害を最小限に抑え、一刻も早い復旧を目
指します。

２．なぜ下水道にBCPが必要なのか?

実効性の高い「下水道BCP」策定を支援するため、「事前の備
え」から「具体的な手順」までを網羅。新規策定に加えて、策定
済みの自治体による計画の見直しやブラッシュアップにも活用い
ただけます。

下水道は代替不可能なライフラインであり、機能停止による社
会的ダメージは深刻です。一刻も早く住民が「水を流せる」日
常を取り戻すため、下水道においてBCPの策定は不可欠です。

１．BCP（業務継続計画）とは?

公衆衛生を守る
避難所の衛生環境の維持や感染症リスク等を防ぎます。

都市機能を維持
汚水溢水(いっすい)や浸水被害から、まちを守る。

社会的責任の遂行
住民の不安を解消し、一刻も早い日常の回復を目指します。

３．本マニュアルの位置図け

４．マニュアルの構成（目次）

総則
下水道BCP策定の全体像と基本的な考え方を示す。

第1章

業務継続の検討
優先業務や業務の対応時間を設定していく。

第2章

非常時対応計画
災害発生の「その時」、どう動くか。

第3章

事前対策計画
迅速な機能回復を可能にする「備えの羅針盤」。

第4章

訓練・維持改善計画
「実践」と「進化」を継続し、BCPを未来へ繋ぐ。

第5章

章・項目



第1章 総則 本マニュアルの目的と下水道BCPの策定
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本マニュアルは、実践的な下水道BCPの策定及び実効性を高める改善を支援することを目的とする。
【策定のねらい】
 機能の維持回復:大規模自然災害時（地震、津波、水害、降灰など）でも、下水道機能の迅速かつ高度に維持・回復するため
 受援体制の構築:自ら初動対応が困難な状況において、支援者から持続的な受援を受けるため

§1 目的

§3(1) 下水道BCPの策定

 事前対策計画（第４章 参照）
事前対策計画は、下水道BCPを策定して発災を待つのではなく、円滑な災害対応に向けて平時からハード・ソフト両面の
対策を推進するための重要な計画である。

 訓練・維持改善計画（第5章 参照）
訓練・維持改善計画は、実践的な訓練の実施と、抽出された課題に基づく継続的な見直しを進めるための重要な計画である。

以上の各計画は、PDCAサイクルを通じて継続的に内容を向上させていくことが重要である。

 非常時対応計画（第３章 参照）
非常時対応計画は、限られた人員で優先業務に対応し、早期復旧の実現に向けた具体的な手順や体制、受援等を定めたもの。

下水道BCP策定の第1歩は、「非常時対応計画」を策定しておくことである。

§3(2) 業務継続管理（BCM）の展開

以下の平時の取り組みは「業務継続管理（BCM）」であり、下水道BCPの実効性を高めるうえで重要な取り組みである。



第1章 総則 業務継続管理（BCM)

3

§3(2) 業務継続管理（BCM）の展開
 BCMの展開に向けて、大規模災害時に生じる「優先実施業務」と「現有リソース」の乖離（目標と現実の差）を認識する。
 各種対策（受援体制の整備や訓練）によってリソースを増やし、対応可能な業務範囲を段階的に拡大していく。
 防災・減災対策を踏まえ下水道BCPをマネジメントすることで、業務継続力や非常時対応力を段階的にレベルアップさせる。

優先実施業務

リソース減

業務増

下水道BCP計画との乖離

活用可能なリソース

現状のリソースで対応可能な業務

BCPで検討する領域

本来実施すべき業務の領域

活用可能なリソースの実態

現状のリソースで対応可能な業務

本来実施すべき業務の領域

活用可能なリソースの実態

事前対策や訓練の実施

BCMで埋めていく領域

現状のリソースで対応可能な業務

本来実施すべき業務の領域

活用可能なリソース

BCMで埋めていく領域

業務可能範囲の拡大検討

①【大規模災害時における実態】
大規模災害時には、被災自治体が実際に確保できる「現有リソー
ス」と、計画の「優先実施業務」の間に大きな乖離が生じる。

②【BCPによる最低限の業務継続】
「BCP」では、「現有リソース」を正確に把握し、それに見合った範
囲まで「実際に対応可能な優先業務」を現実的に絞り込む。

③【事前対策、訓練・維持改善計画による利用可能なリソースの増強・拡充】
「BCM」では、事前対策や訓練を実施し、またハード対策（耐震化）を着実
に進め、リソースの拡大を図る。

④【受援計画による災害対応力の増強で業務拡大を可能に】
優先業務の追加だけでなく、「優先ルートやエリアの範囲を広げ
る」など、計画で対応できる業務範囲を段階的に向上させていく。



第1章 総則 本マニュアルの適用範囲

4

§7 マニュアルの適用範囲

下水道BCPの対象期間（災害全般を一般化した参考図）

 自治体職員、関係団体等の下水道関係者。
 関係行政部局と一体で運営を行っている組織も想定。

利用対象者

 自然災害（地震、津波、水害、降灰など）。
 発災が予想される段階からの事前対応も含まれる。

対象事象

 暫定的に下水道機能が確保されるまでの期間を基本。
 リソース制約時は本復旧の段階まで対象としてもよい。

対象期間

 下水道部局が主体となって対応する業務が中心。
 災害時に継続的に実施すべき通常業務（運転管理等）
※ 他部局含めた業務の対応例は、表1-4参照のこと。

対象業務



第2章 業務継続の検討 下水道BCPの策定体制・取組内容

 平時から定期的な会議体でBCP内容を確認し、PDCAサイクルに基づき、訓練を通じて課題を抽出し、改善に繋げる。
 支援要請する可能性を想定し、受援を意識した災害対応が重要となる点に留意する。

 上下水道一体での対応を想定し、定期的な会議体でBCP内容を確認。
 「上下水道耐震化計画」を参考に、上下水道双方の整合を図った調査と復旧の優先箇所・ルートを整理。
 連携すべき他行政部局の関係窓口連絡先を毎年確認。
 利用者からの情報集約や情報伝達手段（SNS、コールセンターなど）を上下水道一体で構築。
 「受援」を意識し、下水道台帳データを直ちに提供できるよう準備し、データのバックアップ。
 これらの実践に向けた訓練を実施。 5

§9(2) 平時からの運用体制と具体の内容

運用体制

具体の取り組み



§12(1) 災害規模の設定

第2章 業務継続の検討 災害規模の設定、被害想定、リソースの把握

 下水道ＢＣＰで想定する地震・津波、水害、降灰の規模は、地域防災計画等に基づき設定する。

 発災時または事前対応時の参集は、想定する災害に対し、勤務時間内、夜間休日（勤務時間外）、大型連休（職員⾧期不在
時）の３パターンを設定。積雪の影響や地域特性も考慮し、パターンを設定することが望ましい。

§12(2) 発生時刻等の設定

災害発生後の実際に活用できるリソース（庁舎、職員、ライフライン、重要情報）を把握するため、以下の被害状況を想定する。

§14 被害想定に基づく活用可能なリソースの把握

 職員の死傷や避難所対応等による参集困難を想定し、災害対応に従事可能な職員数を把握する。
2. 職員の被災状況と災害対応に従事可能な職員数の把握

 停電や通信途絶が⾧期化する可能性を想定し、その影響と対応策を検討する。
3. ライフラインの被災状況

 設計図書や管理図書などの重要情報が喪失した場合の甚大な復旧遅延リスクを考慮し、バックアップ体制を強化する。
（重要情報の保管場所や記録媒体を確認し、ただちに使用できるようバックアップをとっておく）。

4. 下水道台帳等の重要施設の被害状況

1. 災害対応拠点・代替施設の被害状況
 災害対応拠点や代替拠点が被災した場合の機能停止リスクを検討。

6



第2章 業務継続の検討 優先実施業務の選定

災害（地震・津波、水害、降灰）における共通の優先実施業務
（支援者が到着するまで）

① 下水道対策本部の立上げ

② 気象情報等の確認

③ 被害状況等の情報収集（他のインフラの被害状況も含む）

④ 都道府県、市町村災害対策本部、関連行政部局及び関係民間団体（管
路協・地建設業協会等）への連絡

⑤ 支援要請及び受援体制の整備

⑥ 緊急点検、緊急調査

⑦ 汚水溢水の緊急措置

⑧ 緊急輸送路等における道路陥没やマンホール浮上等による交通障害を
解消

⑨ 浸水対策（降雨が予想される場合）

 発災後、下水道機能を早期に回復させるため、地域住民の生命、
財産、生活、社会経済活動への影響が大きいものを総合的に判
断し、優先実施業務を選定する。

 優先実施業務は、「§16 許容中断時間の把握」と「§17 対応
の目標時間の決定」を検討し、業務遅延による社会的影響や対
応可能な業務量等を把握した上で決定する。
（絶対に避けなければならない事態への対応を最優先する）

【優先実施業務の決定フロー】

 リソースの制約を踏まえ、実施手順、関係組織、復旧・対応
目標を明確に設定し、非常時対応計画に定める。

地 震

 気象情報から事前に災害規模が想定でき、事前対応が有効。
 全庁的な水防計画を踏まえ、関連行政部局と調整し決定。局

地的大雨等では警戒態勢構築前の被害発生も考慮。

水 害

 降雨や人為的な火山灰投棄により被害が増幅する点に留意。
 噴火直後や兆候が見られた段階での優先実施業務（特に災害

発生前まで）は、全庁的な災害対策計画を踏まえ、関連行政
部局と調整し決定。

降 灰

7

§15 優先実施業務の選定

§16 許容中断時間の把握

§17 対応の目標時間の決定

優先実施業務の業務遅延による影響を把握

リソースを考慮して対応可能な業務量等を把握

「対応の目標時間」
を勘案して

優先実施業務を選定

§15 優先実施業務の選定
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第2章 業務継続の検討 許容中断時間の把握

【優先実施業務の決定フロー】

§15 優先実施業務の選定

§16 許容中断時間の把握

§17 対応の目標時間の決定

優先実施業務の業務遅延による影響を把握

リソースを考慮して対応可能な業務量等を把握

「対応の目標時間」
を勘案して

優先実施業務を選定

 優先実施業務の完了が遅延した場合の社会的影響等を考慮し、
各優先実施業務を完了（または主要部分を完了）させるべき概
ねの時間を「§16 許容中断時間」として把握する。

 許容中断時間は、各優先実施業務完了までの時間単位や日数単
位で把握する。
（施設の被災状況や社会的影響の発生・拡大時期が異なる

ため、ある程度の幅を持った概念として扱う）。

 業務遅延による社会的影響の度合いは5段階で評価され、過半の人が許容できなくなる度合いを「影響度IV」としている。
 許容中断時間を把握し、業務遅延による社会的影響が最小となるように、可能な限り業務の中断時間を短縮することを目指

して「対応の目標時間」を検討する。
 簡易な方法として、「影響の度合い」がIVになるまでの時間を許容中断時間として対応の目標時間を決定してもよい。

（簡易な決定例） 許容中断時間 ※「許容中断時間の検討例」は「§16」参照のこと。

§16 許容中断時間の把握

業務遅延による社会的影響等の度合い
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第2章 業務継続の検討 対応の目標時間の決定

【優先実施業務の決定フロー】

§15 優先実施業務の選定

§16 許容中断時間の把握

§17 対応の目標時間の決定

優先実施業務の業務遅延による影響を把握

リソースを考慮して対応可能な業務量等を把握

「対応の目標時間」
を勘案して

優先実施業務を選定

 優先実施業務を完了するために不可欠なリソースへの被害・影響、
「§16 許容中断時間」を踏まえ、「§17 対応の目標時間」を決定
する。

 必要なリソースの補完や優先実施業務の精査を行い、 対応の目標
時間を短縮していくことを検討する。

①＞② の場合 （許容中断時間に収まらない場合）

リソースを見直さない場合

リソースを見直す場合

影響の度合い（前項参照）が相対的に低い業務を対象として、「対応の目標時間」を遅らせる。

各優先実施業務の実施に必要なリソースと、被災時に活用可能なリソースのギャップを確認。
受援体制の構築や民間企業等との協定締結等の事前対策を行い、「対応の目標時間」を早める。

§17 対応の目標時間の決定

優先実施業務に必要なリソースを設定STEP1

現有リソースへの被害（§14参照）に基づき、リソースの制約がどの程度生じるか分析STEP2

「①現状で対応可能な対応時間」を推定 （例:５日）STEP3

「②許容中断時間」とのギャップを確認する （例:３日）STEP4

事前対策（第4章）を考慮して、「§17対応の目標時間」を決定 （例:４日）STEP5

継続的な改善により、「対応の目標時間」をさらに早めていく （例:２日）STEP6
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第3章 非常時対応計画 非常時対応計画の対応内容

 発災直後は先ず「人の命を守る」ことが最優先（人命に関わる行動がすべての始まり）。

① 初動の最優先事項

③ 情報収集と関連部局・機関との連携（発災から６時間後）

 確保された体制の下、関連部局や関連機関との連絡体制を確立し、下水道施設の被害状況について情報を整理する。

② 下水道対策本部の立ち上げ（発災から３時間後）
 下水道対策本部を設置し、職員の参集体制を確保する。

④ 災害の種別や時間帯に応じた対応

 災害の種類や発災の時間帯によって初動対応は大きく異なる。
 発災直後から「～3時間後」「～6時間後」 「～1日」・ 「～2日」・ 「～3日」といった時間軸で、実際に対応を

行う組織レベルで業務内容別（調査班・応急復旧班など）で作成。

※ 発災後の 「非常時対応の流れ」 は、本マニュアルのフロー図（§19，図3-1）を参照のこと。

発災後の非常時対応は、以下の３つの段階に分かれる。
備 考次の段階へ進む目安各段階

発災から概ね3日間
（非常時対応計画の対象範囲）

第1報を報告し、緊急調査を完了すること被害状況を把握する緊急点検・措置段階

発災から概ね10日間急所施設、重要施設に接続する下水道管路の暫定機能を確保する
こと

下水道施設全体の被害状況を把握する応急点検・復旧段階

災害査定を完了し、本復旧工事を着手すること詳細調査・本復旧による機能確保段階

§19 非常時対応の流れ及び留意事項 ，§20 非常時対応の目安
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第3章 非常時対応計画 支援要請の判断

「受援体制」を基盤とした災害対応

即時 支援要請決断！

応
急
復
旧
調
査

応
急
復
旧

本
復
旧
調
査

本
復
旧

※1 被害概況の把握 :参集状況や住民等からの情報連絡により被害が徐々に明らかとなる。（災害規模，気象状況，住民、民間事業者からの情報連絡 etc）
※2 必要リソースの把握:発災後に活用可能なリソースを把握する。（従事可能な職員数，災害対応拠点（庁舎）の被災，資機材備蓄，必需品（燃料、薬品等）etc）

自治体単独 災害対応

安否確認

【最優先】 初動（緊急点検・緊急調査）：発災から３日以内 約７日間 約30日間

被害概況の把握※1 必要リソースの把握※2

災害
発生

下水道BCP
発動

リソース不足

甚大な被害

リソースと比較して被害規模が大きい

緊
急
措
置

 発災直後から行う初動の緊急点検・緊急調査等は重要であり、これにより原則3日以内で、自力での対応が可能か、あるいは支援が必要か
見極める。

 ただし、被害が甚大で被害状況の確認に時間を要するなど、「緊急点検・緊急調査」が困難と考える場合は、ためらわず早期に支援を要請
することが重要。

緊急点検・緊急調査
による支援要請の
判断見極めが重要

§21 支援要請の判断
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第3章 非常時対応計画 支援要請の判断

 災害対策基本法や地方自治法に基づき、他の自治体からの「応援」や「派遣」が行われる。
 全国ルールや大都市ルールに準拠し、被災自治体単独での対応が困難と判断される場合は、広域の支援要請を行う。
※ 全国ルールによる災害時支援のフローや支援・受援に関するルールの詳細については、「下水道の地震対策マニュアル

§2.1.12 震災時の支援と受援」を参照のこと。

 大規模災害に備えて、事前に以下の民間団体と災害協定を締結
し、協力体制を確保することが重要。

被災都道府県 被災自治体
支援要請

（全国ルール）

（大都市ルール）

§21(1) 支援要請に関するルール（他自治体との相互援助体制）

§21(2) 民間団体との災害支援協定に基づく支援要請

 日本下水道事業団
 全国上下水道コンサルタント協会
 日本下水道管路管理業協会
 日本下水道施設管理業協会
 地元建設業協会
 地元指定上下水道工事店組織
 機器納入メーカー など
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第4章 事前対策計画 下水道台帳等の整備およびバックアップ

 下水道施設一般図、下水道台帳、設備台帳等の内容を毎年更新しておくことが望ましい。
 調査時に混乱が生じないよう、路線番号やマンホール番号を正確に設定する。
 被災状況を確認する上で、最低限必要となる情報のみを出力し、調査に活用できるようにしておくことも有効。
 支援者への円滑な資料提供に向け、下水道台帳システムからのデータの出力や印刷に係る訓練を定期的に実施する。

調査時に最低限必要となる下水道台帳の情報

断面形状（管径・人孔形状）土被り（ｍ）管種対象施設（本管、マンホール、ます、取付管）

人孔深（ｍ）路線延⾧（ｍ）施設番号（路線番号・マンホール番号）

流下方法（自然流下・圧送）勾配（‰）マンホールポンプ、圧送管、水管橋、伏せ越し位置等

 印刷製本、イメージデータ、中間ファイル（互換性があるCADデータ等）
 下水道台帳は、記載内容が確認できる尺度で印刷製本することに留意。

保管方法

 リスク分散のため、同一被災を受けない場所に複数補完することが望ましい。
 被災地の外からデータの取得が可能なインターネット上のプラットフォームやクラウドを活用することも有効。

保管場所

§23(1) 下水道台帳等の整備

§23(2) 下水道台帳等のバックアップ
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第4章 事前対策計画 資機材の確保（備蓄及び調達）

 発災後の各段階で必要となる資機材のリスト化し、直ちに使用できる保管場所を定め、適宜、保管状況を確認。
 不足の事態に備え、緊急時の資機材供給も含めて、民間企業等と協定を結ぶ等の複数の調達方法を確保。
 燃料調達は、全庁的な取り組みとして、石油連盟、地域のガソリンスタンド等と協定を締結している場合もある。
 維持管理業者との間では、災害時の燃料調達や役割分担を協定・契約に明記しておく等の整理が必要。

 発災直後の電話回線途絶に備え、以下の情報伝達用機器を複数整備することが重要。

 携帯電話
 衛星電話
 防災無線

（移動系防災行政無線，MCA無線)等

 業務を遂行する職員を対象とし、以下について数日分備蓄することが重要。

 食料
 飲料水
 災害用トイレ （携帯トイレ，簡易トイレ)等

1. 資機材の確保

2. 情報伝達機器の整備

3. 食料、飲料水等の生活必需品の確保

§24 資機材の確保（備蓄及び調達）



【上下水道の被災状況に応じた上下一体での復旧方針（例）】
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第4章 事前対策計画 関連防災部局との連絡・協力体制の構築

 各部局が保有する資機材の融通
 避難所等での住民受入れ活動への下水道部局職員の一時的な派遣
 同種の対応業務がある上水道部局や道路部局との共同点検・調査の実施
 応急対応・工事の対応や情報の共有化 等

 早期の下水道の流下機能の確保が必要である一方、下水道が未被災で上水道施設が被災している場合は、水道の給水機能確保
に向けた対応が必要。

 上水部局と連携し、災害時の情報共有事項や情報共有体制をあらかじめ定めておくとともに、被災状況に応じた復旧方針や優
先復旧箇所の考え方をあらかじめ整理しておくことが重要。

調整事項（例）復旧方針（例）被災パターン

• 水道復旧工事の時期、復旧スケジュールの確認・調整水道の給水機能確保に向けた対応上水道✕，下水道〇

• 暫定機能確保のための仮設ポンプ、仮設管の手配
• 水道の使用制限の依頼や、バキューム車による汚水の代替輸

送、緊急放流に関すると調整
• 避難所のトイレ対策に関する調整

下水道の流下機能確保に向けた対応上水道〇，下水道✕

• 上下水道の優先復旧箇所の確認・調整
• 水道の復旧に合わせた下水道の応急復旧スケジュールの確

認・調整
水道の優先復旧箇所に合わせ、上下一体で機能確保上水道✕，下水道✕

§25 関連防災部局との連絡・協力体制の構築

1. 関連行政部局とのリソース配分に係る調整

2. 上水道部局との断水解消に係る調整
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第4章 事前対策計画 関連防災部局との連絡・協力体制の構築

 以下に示す協議先を整理し、関連機関と緊急放流に係る取り決めや協議を実施。

 水利権者
 放流先水域管理者（河川・漁協等）
 環境部局 等

 緊急放流に備え、固形次亜塩素の必要量の想定や、手配・確保先を把握しておくことが重要。
 下水道施設の機能低下もしくは停止に伴い、流入量の抑制が求めらることも想定し、施設を管理する関係部局とは流入ゲート

の遮断判断ルールや非常時の操作規則を確認しておく。

 流域下水道管理者と関連公共下水道管理者とで、被災状況や応急復旧の見通しについて情報共有・連携を事前に行う。

 災害用トイレを所管する部局と連携し、避難所等の収容人数を踏まえた必要トイレ数を検討した上で、配備計画に基づきマン
ホールトイレの設置を検討。

 以下に示す被災時のマンホールトイレの運用方法について、関連行政部局、民間企業、地域住民等と役割分担を決めておく。

 蓋開閉
 上部構造物設置・撤去作業
 洗浄水確保
 清掃・点検等の維持管理

3. 放流先水域管理者との災害時の放流に係る調整

4. 流域下水道管理者と公共下水道管理者との調整

５. 災害用トイレを所管する部局との調整



【応急復旧時に必要な手続き・調整内容の例】
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第4章 事前対策計画 関連防災部局との連絡・協力体制の構築

 他の汚水処理施設が被災した場合のし尿、汚水、浄化槽汚泥等の受入れに際し、目安となる処理場の受入れ可能量やし尿投入
点、受け入れた場合の放流水質の目安について、関係部局と調整しておく。

 発災後の緊急点検・調査は、道路管理者等と共同実施や分担することで作業負担の軽減が期待できるため、相互に作業内容や
報告用フォーマット等を把握し、調査の共同実施や分担について予め取り決めておく。

 地下埋設物管理者の照会先（電力、ガス、通信）をBCPに明記しておく。

 各種関係機関と調整の上、必要な続きや調整方法をあらかじめ整理しておく。

必要な手続き・調整内容関係機関

道路使用許可申請書、交通誘導員・保安設備の配置警察

事故対応時の届出、道路工事時の届出消防

道路占用許可申請書、舗装仮復旧の仕様（アスコン、砕石）道路管理者

緊急放流条件、緊急放流先・給水箇所河川管理者

緊急放流条件、緊急放流先港湾管理者、漁協

６. 下水道以外の汚水処理施設管理者との調整

７. 道路管理者・環境部局等との調整

８. 他の地下埋設物管理者との調整

９. 応急復旧工事に関する関係機関との各所手続き・調整
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第4章 事前対策計画 関連防災部局との連絡・協力体制の構築

 下水道管理者は、水防計画に基づき水防管理団体が行う水防に協力する必要がある。
 協力が必要な事項は以下の通り。

 下水道に関する情報の提供
 氾濫想定地点ごとの氾濫水到達区域の事前提示
 応急復旧資機材又は備蓄資機材の提供」
 職員の派遣 等

 過去の災害では、産業廃棄物の収集運搬許可の制約により他県からの運搬業者の確保に混乱が生じたケースがあったため、
平時から必要となる車両台数、運搬方法、処理方法、処分地等を検討しておく。

 災害時においては、「廃棄物処理法第14条第1項」および「法施行規則第9条第14号」により、災害復旧支援に伴う汚水
及び汚泥の輸送は産業廃棄物収集運搬を要しない取扱いが可能であることが示されている。

 「標準下水道条例の改正（令和7年4月22日）」により、災害時等において市町村⾧が他の市町村⾧の指定を受けた指定工
事店に工事を行わせる必要があると認めるときは、当該指定工事店が排水設備等の新設等工事を実施することがが可能。

 震後には、設備業者の協力が不可欠であるため、常時から関係機関との連絡・協力体制について検討しておく。

１０. 水防に係る調整

１１. 廃棄物処理に係る調整

１２. その他
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第4章 事前対策計画 支援・受援体制の構築

 災害時における都道府県を越えた支援ルールとして、「下水
道事業における災害時支援に関するルール（全国ルール）」
や「下水道災害時における大都市間の連絡・連携体制に関す
るルール（大都市ルール）」がある。

 災害復旧支援活動にかかる費用負担については、災害対策基
本法第 92 条の規定により、応援を受けた公共団体が 当該
応援に要した費用(職員等の応援に要した交通費、諸手当、
食糧費、応援のために提供した資機材等物品の費用及び輸送
費等)を負担する。

 災害によっては、応援した公共団体に特別交付税が措置され
る場合もあり（平成28年熊本地震，令和6年能登半島地震）

§26(1) 支援・受援ルールの基本事項

【下水道事業における全国ルールの支援要請の例】



【支援拠点に必要な場所の例】 【支援拠点での活動に必要な備品等の例】
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第4章 事前対策計画 支援・受援体制の構築

備考名称

処理場・ポンプ
場の活用含む支援者作業スペース（執務スペース）◎

大型車両を想定車両基地
（駐車スペース）◎

応急復旧工事に必要な
作業ヤード、土場◎

備考名称
電話・インターネット環境（Wi-Fiも可）◎
パソコン（プリンター）◎

共用でも可コピー機◎
共用でも可ＦＡＸ◎

大型モニター（Web会議用）○
資料作成に伴う事務用品

（特に付箋紙、ファイル類、ラベル機等）〇

作業拠点及び作業環境

◎準備しておくもの，〇準備しておくことが望ましいもの

 民間の宿泊先だけでなく、宿泊可能な公共施設（研修センター等）についても、あらかじめリスト化し、発災後速やかに支援
者へ情報提供できるように準備しておくことが重要。

情報の提供

◎準備しておくもの，〇準備しておくことが望ましいもの

 支援者に依頼する内容を明確にすることで、作業の重複や未作業等による業務の遅延を防止。
 支援者が問い合わせ先に迷わないよう、窓口担当や役割分担を共有し、また人事異動を踏まえ毎年変更の有無を確認。

依頼内容の明確化

§26(2) 受援体制
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第4章 事前対策計画 支援・受援体制の構築

資料・資機材等の提供

【支援者への情報提供の例】 【支援活動に必要な提供資料・資機材の例】
備考名称

データベース（PDF、できれ
ばGIS），複数の紙ベース

下水道台帳
（災害対応時に必要となる属性情報を
確実に整備しておく）

◎

下水道施設被災状況資料◎

調査記録表、連絡票等◎

マンホールの種類、開閉マニュアル等◎

応急復旧調査の優先ルートを示した図◎

上下水道耐震計画に基づく急所施設の
位置図◎

防災上重要施設の給排水設備図◎

道路地図〇

詳細地図（住宅地図）〇

マンホールキー◎

資機材リストに記載された物品◎

備考名称

現地情報
（交通・アクセス状況等）

現地情報
（交通・アクセス状況等）

被災情報
（地方公共団体内等の状況）

被災情報
（地方公共団体内等の状況）

緊急連絡先リスト緊急連絡先リスト

準備できる資機材情報
（資機材リスト等）

準備できる資機材情報
（資機材リスト等）

宿泊施設情報
（宿泊施設リスト等）

宿泊施設情報
（宿泊施設リスト等）

食料・飲料水事情の情報
（店舗等の情報）

食料・飲料水事情の情報
（店舗等の情報）

給油施設の情報
（店舗等の情報）給油施設の情報（店舗等の情報）

◎準備しておくもの，〇準備しておくことが望ましいもの



【令和6年能登半島地震における被災市町への応援団体の割当て】 【県外の支援自治体と民間企業が一体となった支援事例】
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第4章 事前対策計画 支援・受援体制の構築

 支援は、平時から支援に必要なもの、もしくは準備が可能な備品や資機材をリスト化し、被災自治体で準備できなかったも
のを持参して支援できるようにしておくとよい。（※１）

 大規模災害では、県内の自治体や地元業者も被災して近隣からの支援が受けられない可能性があるため、県外の自治体と下
水道管理の団体、建設業協会、および民間企業が一体となった広域的な支援体制が望まれる。

 過去の大規模災害において採用されている「対口支援（※２）」も有効。

※1 過去の災害支援で支援者が準備した備品等の例は§24を参照のこと
※2 対口支援:被災していない特定の自治体が1対1のパートナー（カウンターパート）として集中的・継続的に支援する仕組み

§26(3) 支援体制



 タブレット端末の活用効果は以下の通り。

 調査復旧の記録を直接入力し適切な情報管理が可能。
 入力した情報の保存・保管にクラウドを活用。など
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第4章 事前対策計画 住民等への情報提供及び協力要請/DX技術の活用

 下水道施設の被災状況・復旧の見通し等を住民へ迅速に周知するため、住民向けチラシや報道機関への公表資料の様式の事前
作成、自治体ホームページでの公開や広報用SNS等の活用を検討しておく。

 排水設備の復旧に係わる問合わせに対応できるよう、排水設備修理業者をリストアップし、平時から周知するとともに、災害
時にも適切に対応できるようにしておく。

 下水道施設が被災して管きょが閉塞した場合等、マンホールからの汚水溢水を防ぐため、節水や水洗トイレ使用の抑制等、住
民等に対して下水道の使用自粛の要請を検討する。

 発災時に円滑な対応が行えるよう、下水道施設の被災箇所等を発見した場合の通報依頼及び通報先を予め周知しておく。

 現地に人が立ち入ることなく、被災の全体像の把握が可能なドローンの活用が有効。
 低軌道周回衛星による衛生インターネットサービス（Starlink）の活用が有効。

§28 住民等への情報提供及び協力要請

§30 DX技術の活用

住民への情報提供及び住民からの問い合わせ対応等

住民への協力要請

交通や通信障害に影響しない被害状況の把握手法

デジタル技術を活用した情報共有の円滑化・効率化



【訓練手法の例】

24

第5章 訓練・維持改善計画 訓練計画

目的（メリット）訓練内容訓練名称

・休日夜間の発災時における現実に即したリソースの把握。
・参集時間の短縮に向けた課題の抽出。・震度や津波を想定した職員の非常参集。参集訓練

・最新の連絡先周知、確認。
・安否確認手順の周知。

・携帯電話、メール、SNSを活用した安否の連絡と、確認回答のとりま
とめ。安否確認訓練

・最新の連絡先周知と確認、情報伝達手順の確認。
・連絡相手先ごとの必要連絡内容（情報）の整理。

・県庁、処理場、他自治体、上水道部局、民間企業等との情報伝達訓練。
・下水道台帳データのハンドリング訓練（図面およびデータの出力）情報伝達訓練

・調査、復旧の作業内容確認や時間短縮に向けた課題抽出。
・通信機器の使用方法の周知や通信状況の確認。

・仮設ポンプの運転・運搬・設置、マンホール開閉確認
・タブレット端末を活用した被災状況の入力訓練。実地訓練

・非常時対応計画の一連の流れの確認と課題抽出・事前に訓練シナリオを提示し、非常時対応計画等の対応手順を確認。図上訓練
（シナリオ提示型）

・非常時対応計画の一連の流れの確認と課題抽出
・状況判断力の向上と判断基準等に関する課題抽出。・訓練中に付与される情報に基づき判断し行動。図上訓練

（シナリオ非提示型）

 訓練の目的を明確化（何のために訓練を実施するのか）。
 初動～復旧の時系列で、目的に応じた訓練の全体像を設定。

訓練テーマ・目的の明確化

 訓練目的の達成のため、どのような訓練手法が妥当かを考慮
して設定。

実施方式の設定

【訓練の計画・実施から下水道BCP見直しまでの流れの例】

※受援を前提とした訓練計画および上下水道一体の訓練計画は「§31訓練計画 表5-2,表5-3」を参照のこと

§31 訓練計画



【下水道BCPの定期的な点検項目の例】
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第5章 訓練・維持改善計画 維持改善計画

点検次期点検項目

年2回
（4月、10月）

下水道部局や関係先（国、県、関連行政部局、民間企業等）
の人事異動により指揮命令系統、安否確認等の登録情報（電
話番号やメールアドレス）に変更がないか。

年〇回
（〇月、〇月）

重要なデータや文書（下水道台帳、施設図面等）のバック
アップを実施しているか。

年〇回
（〇月、〇月）

策定根拠となる計画を変更した場合、計画に関連する文書が
全て最新版に更新されているか。

 策定した下水道BCPの最新性をたもちつつ、計画全体のレベルアップを図るため、定期的に下水道BCPを見直す。
 策定体制・運用体制の変更、電話番号・メールアドレスの変更など、それぞれの必要な点検頻度に応じ、数回/年程度で点検。
 下水道BCP改善に向けた取り組みは、毎年継続する必要があり、PDCAサイクルによる下水道BCPのスパイラルアップが重要。

【下水道BCPのスパイラルアップの例】

§32 維持改善計画


